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時間 アクティビティー

1330 受付開始

1400 - 1405 （5分） ご挨拶

1405 - 1415 （10分） 新たに導入されたわが国の所得相応性基準の概要

1415 - 1435 （20分） セクション１：機能移転税制の概要

1435 - 1515 （40分） セクション２：機能移転税制の対象事例

1515 - 1530 （15分） 休憩

1530 - 1545 （15分） セクション３：機能移転文書の一般的な構成及び機能移転課税額の計算例

1545 - 1630 （45分） セクション４：実務討論会 – 日系企業向け実務的アドバイス

Time Frame
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平成31年度税制改正大綱（閣議決定） (1/4)

ポイント

1. 比較対象取引が特定できない場合、無形資産の使用から得られる予測キャッシュ・フロー等の割引現在価値を用いた評価テクニッ
ク（ディスカウント・キャッシュ・フロー法： DCF法）により無形資産取引に係る独立企業間価格を算定

2. 一定の評価困難な無形資産（特定無形資産）* （Hard-To-Value Intangibles＿HTVI）取引への対応として、当初の価格算定の基

礎となる予測と実際の結果が大きく乖離した場合には、税務当局は当初の価格が適切に算定されていなかったと推定し、実際の
結果を勘案して当初の価格を再評価

* 次の要件のすべてを満たす無形資産とする。

a. 独自性があり重要な価値を有するものであること

b. 予測収益等の額を基礎として独立企業間価格を算定するものであること

c. 独立企業間価格の算定の基礎となる予測が不確実であると認められるものであること
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（1）無形資産評価の基礎：インカム・アプローチ

• インカム・アプローチの適用に要するインプット

- 事業計画・予測

- 無形資産に帰属する利益の算定（RFR法、超過収益法など）

- 割引率

- 耐用年数

無形資産を
用いて
獲得した

将来FCFの
現在価値の

合計

将来FCF 将来FCF 将来FCF

将来FCF
（残存価値）

2期目 T期目 T+1期目1期目

現在

÷(1+割引率)0.5

÷(1+割引率)1.5

÷(1+割引率)(T-0.5)

÷(1+割引率) (T-0.5)
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（2）評価困難な無形資産(HTVI)と所得相応性基準 (2/4)

財務予測・実績（フリー・キャッシュフロー）

実績 予測

財務上の予測と実績の乖離により、

当初のHTVIの対価の20%超、増減

IP価値

商業化開始後5年の

時点で、財務上の

予測と実績の乖離が

20%超

(DCF等により再評価)
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所に入所。以来、PwC中国の北京、上海事務所駐在の7年間を含む10数
年間、移転価格プロフェッ ショナルとして特に日系の多国籍企業に対して
さまざまな移転価格アドバイスを提供する。日本と他国の税務当局との数
多くの意見交換、交渉経験を有し、困難な移転価格調査、事前確認
（APA）、相互協議の支援において実績を残す。

また、実務経験に基づいて移転価格セミナーでの講演、税務専門誌への
寄稿多数。

法学士（中央大学）、経済学修士（日本大学）を取得。米国公認会計士

藤澤 徹
ディレクター
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国税庁、東京国税局での30年間の勤務経験を持つ国際課税の専門家。
2014年2月にPwC税理士法人東京事務所に入社。

東京国税局では、15年以上に渡って大企業、多国籍企業の移転価格調査
の企画・実施、事前確認審査を担当。 終ポストである国際情報第一課の
上席国際専門官として、移転価格調査事案のすべての管理及び他国税局
の移転価格調査事案のサポートを担当。

国税庁での3年間の相互協議経験もあり（米、豪、印、スイス等）、国税庁調
査課国際係長3年間の在任中には、OECD租税員会第６作業部会のメン
バーとして、PE帰属所得ルールであるOECD承認アプローチ（AOA）のドラフ
トづくりにも関与。

OECD会議、タイ駐在、相互協議、タイ・インドネシア・中国他、発展途上国へ
の知的支援を通じて各国の国際課税担当者とは真摯な信頼関係を構築。

税理士、青山学院大学院会計プロフェッション科（非常勤講師）、成城大学
経済学部（非常勤講師）
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注意事項 – 機能移転税制の対象事例

皆様のご理解を深めていただくために

• 日本の所得相応性基準が、実際にどのように日系企業に適用されるのかは、予測が難しい部分があります。

• 本セクションでは、皆様の理解を深めていただくために、あえて日系企業を事例としてとりあげています。

• すなわち、「仮に」ドイツの機能移転税制が、そのまま日系企業に適用されたならば、どのようになるのかという前提で、事例を作成
しています。

• したがって、すべての事例が、日本の新しい所得相応性基準のもとで、当該税制の適用対象になるとは限らないということをご了解
ください。
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(事例 2) 製造子会社の設立
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• 東南アジアの需要の増加（売上高：100から
200に増加）に対応するために、Japan Corp
は、同じ製品を生産する Thai Corpを設立

• 移転後のYear 1と Year 2では、Japan Corpの
売上高は、100のまま。しかし、 Year 3、Year 
4、 Year 5では、それぞれ、 80、60、40に売
上高が減少。減少分と同額だけ、Thai Corp
の売上高が増加

• Japan Corpが製造活動を終了したわけでは

ないが、日本側の売上高が減少（その分タイ
側の売上高が増加）していることから、課税対
象となりうる。
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(事例 5) 管理機能の移転
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• Japan Corpが、Singapore Corpを設

立し、同社に本社機能（人事、法務、経
理、IT等）の一部を移転

• 移転後は、Singapore Corpが企業グ

ループ内の主要な本社機能を担う。し
かも、Singapore Corpは、本社費用の
請求を開始

• 本社機能の移転は、典型的な課税対
象。

Japan Corp.

移転前1

100

本社管理人員:100名

Japan Corp.

移転後2

Singapore Corp.

30

本社管理人員:30名

70

本社管理人員:70名
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対価分析 –計算例
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前提条件

• Japan Corpから海外の関連者China Corpに機能移転（例:販売機能、製造機能）

• 機能移転がなければ、Japan Corpは、毎年10億円の売上高を継続。機能移転により、 Japan Corp
の売上高は、5億円に減少

• 機能移転がなければChina Corp には第三者向けの売上高は発生しない。機能移転により、China 
Corpは、 Year 1において売上高5億円を計上。その後は、売上高を増加。

• 対象期間: 5年間

• 割引率: 5%

• 税引後利益率: 売上高の5%
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機能移転対価分析 –計算例
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移転元企業 - Japan Corpの情報

移転前

移転後

潜在的利益の減少額 (A-B) 

単位：百万円 Year 1 Year 2 Year 3 Year 4 Year 5
売上高 1000 1000 1000 1000 1000
税引後利益 50 50 50 50 50
割引率 1.05 1.10 1.16 1.22 1.28
現在価値 47.6 45.4 43.2 41.1 39.2
現在価値合計 (A) 216

単位：百万円 Year 1 Year 2 Year 3 Year 4 Year 5
売上高 500 500 500 500 500
税引後利益 25 25 25 25 25
割引率 1.05 1.10 1.16 1.22 1.28
現在価値 23.8 22.7 21.6 20.6 19.6
現在価値合計 (B) 108

108

Sample
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機能移転対価分析 –計算例
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移転先企業 - China Corpの情報

移転前

移転後

潜在的利益の増加額 (D-C) 

単位：百万円 Year 1 Year 2 Year 3 Year 4 Year 5
売上高 0 0 0 0 0
税引後利益 0 0 0 0 0
割引率 1.05 1.10 1.16 1.22 1.28
現在価値 0 0 0 0 0
現在価値合計 (C) 0

単位：百万円 Year 1 Year 2 Year 3 Year 4 Year 5
売上高 500 600 700 800 900
税引後利益 25 30 35 40 45
割引率 1.05 1.10 1.16 1.22 1.28
現在価値 23.8 27.2 30.2 32.9 35.3
現在価値合計 (D) 149

149

Sample
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日系企業向け実務的アドバイス
質問4 – ドイツでの成功事例/失敗事例
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ドイツ当局との交渉における、成功事例/失敗事例があれば教えてください。また、例えば、ドイツ当局が機能移
転課税を行う場合には、一般的にどれぐらいの課税金額になるのでしょうか。

メモ：
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スーザン・ファン・デル・ハム
移転価格パートナー
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略歴

PwCドイツデュッセルドルフ事務所移転価格パート
ナー。

20年以上にわたり、多国籍企業に対する移転価格

サービスを提供。移転価格の構築、バリューチェーン
トランスフォーメーション、システム導入、文書化、税
務調査支援などに専門性を有する。

経歴
DAX30のドイツ企業、欧米、日系、中国系の幅広い産業の企業をクライ
アントとして有する。直近では、PE、機能移転・買収後の統合などの複雑
な事業再編を含む数多くのプロジェクトを担当。PwCのEMEA地域のリ
テール&コンシューマータックスリーダー、国際リテール&コンシューマー
移転価格ネットワークのメンバー。こうした業界特有の移転価格問題につ
いては、特に深い知見を有する。

ドイツ税理士協会の認定講師として、国際税務・移転価格に係る会議にて
定期的に講師を務める。主要なドイツの書籍Borberg Praxishandbuch
Verrechnungspreise（移転価格実務ガイド）の共著者の一人であり、ドイ

ツ国内外の税務専門誌に、移転価格について多数寄稿。直近では、中国
におけるサービスPE、従属代理人PEへの帰属利益に係るOECDの議論
の 新動向、ロシアにおけるAPA規則のドラフト（すべてIWB誌）、従属代
理人PE規則についてドイツとOECDにおける帰属利益の比較（ISR誌）、
キャッシュプール取引に係る移転価格の適用原則（ロシアNalogoved誌）
などの記事を寄稿。

ドレスデン工科大学卒業（ビジネス経済、税法専攻）。慶応大学に留学し、
日本税法及び国際税法を専攻。その後、マーストリヒト大学にて、国際税
法を専攻。ドイツ税理士。

スーザン・ファン・デル・ハム
Moskauer Straße 19
40227 Düsseldorf
T: +49 211 981 7451
M:+49 175 228 1161
susann.van.der.ham@pwc.com
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水島 吾朗
移転価格シニアマネージャー
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略歴

PwCドイツデュッセルドルフ移転価格シニアマネー
ジャー（2018年7月より、PwC税理法人から出向中）。

経歴
2004年12月に、PwC税理士法人に入社後、一環して、移転価格サービ
スを提供。多国籍企業向けに、BEPS対応、APA、相互協議、移転価格

文書化、移転価格調査対応などを担当。自動車（完成車、部品）、半導
体、電子機器、消費財、医療用具、エンターテインメント、飲食、出版など
の産業のクライアントを担当。特に、二国間APAについては、非常に幅

広い経験を有する（米国、カナダ、メキシコ、ドイツ、スイス、アイルランド、
タイ、シンガポール等）。

2018年7月より、PwCドイツデュッセルドルフの移転価格チームに出向し、

主に、ドイツに進出する日系企業、欧米企業向けに移転価格サービスを
提供。

2018年11月のフランクフルト、ミュンヘン、ハンブルグ、2019年2月の
デュッセルドルフにおける日系企業向け移転価格セミナー講師。サイマ
ルアカデミー会議通訳科卒業。

日本国税理士

水島吾朗

Moskauer Straße 19

40227 Düsseldorf
T: +49 211 981 7748
M: +49 171 178 9151

goro.x.mizushima@pwc.com

Photo
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